
◎産業競争力強化法等の一部を改正する法律 
（平成三〇年五月二三日法律第二六号）   

一、 提案理由（平成三〇年四月四日・衆議院経済産業委員会） 

○世耕国務大臣 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法

律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び

要旨を御説明申し上げます。 

 我が国は、アベノミクスの三本の矢を同時に実行した結果、設備投資の拡大、雇用の

拡大など経済の停滞を打破することができました。しかしながら、我が国経済の成長軌

道を確かなものとするためには、急激な経済社会情勢の変化に的確に対応して、引き続

き、我が国産業の国際競争力を強化し、その持続的な発展を図ることが重要です。 

 このため、業種を超えた事業再編、情報の適切な管理及び新事業の創出によるイノベ

ーションの促進、事業再生の円滑化、事業承継の加速化、経営基盤強化のための中小企

業支援機関の支援能力確保、ＩＴ導入の加速化のための支援体制及びＩＴ化に対応した

セーフティーネットの整備等のために必要な施策を講じるべく、本法案を提出した次第

であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、産業競争力強化法の一部改正です。 

 第一に、業種を超えた事業再編の促進を図ります。さまざまな手法による事業再編を

行いやすくするため、株式を対価とする事業再編を認定し、会社法の特例を設ける等の

支援措置を講じます。 

 第二に、情報の適切な管理の促進のための制度を創設します。競争力の源泉となる技

術等の情報の漏えい防止措置に係る認証機関の認定制度を設け、事業者における情報の

適切な管理を促します。 

 第三に、新事業の創出によるイノベーションの促進のための施策を講じます。産業革

新機構を産業革新投資機構に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評

価の徹底等の見直しを行います。また、国立大学法人等によるベンチャー出資の対象を

拡大するとともに、市町村が行う創業に関する普及啓発の取組を支援します。 

 第四に、事業再生の円滑化を図ります。特定認証紛争解決手続において商取引債権を

保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において

考慮されるよう措置します。 

 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な

支援策について、引き続き措置してまいります。 

 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及

び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 



 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他

の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計

画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。また、親族

外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金

融支援を講じます。 

 第二に、経営基盤強化のための支援能力確保のための施策を講じます。経営革新等支

援機関の認定制度について、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力

を確認する更新制等を導入します。 

 第三に、ＩＴ導入の加速化のための支援体制整備のための施策を講じます。ＩＴの活

用支援を行う事業者に係る認定制度を設け、中小企業者等におけるさらなるＩＴの活用

を促します。 

 第四に、中小企業者のＩＴ化に対応したセーフティーネットの整備のための施策を講

じます。ＩＴ活用の高まりを見据え、電子記録債権に関する中小企業者の連鎖倒産防止

のため、共済貸付け対象を拡充します。 

 これらの法律の見直しに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な

改正を行います。 

 以上が、両法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院経済産業委員長報告（平成三〇年四月一七日） 

○稲津久君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案は、産業の新陳代謝を活性化し、

我が国産業の持続的な発展を図るため、産業革新機構の組織及び運営を見直すとともに、

業種を超えた事業再編や円滑な事業再生及び事業承継を支援するべく、会社法の特例措

置や中小企業に対する支援体制強化等の措置を講じようとするものであります。 

 両案は、去る四月三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員

会に付託されました。 

 本委員会におきましては、四日に世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、

六日に質疑に入り、十日参考人からの意見を聴取し、十三日質疑を終局いたしました。

質疑終局後、討論、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって可決すべきも

のと議決いたしました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成三〇年四月一三日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 



一 産業競争力の強化は、民間の自発的な取組によって行われるべきものであり、民間

の活力を最大限支援するための環境整備を行うこと。また、企業収益の改善が雇用増

大、賃金上昇及び消費拡大につながる好循環を安定的に生み出していくために、成長

戦略を着実に実行するとともに、不断の見直しを行うこと。 

二 株式会社産業革新投資機構については、ガバナンスを適切に機能させて支援対象の

審査を継続的かつ厳格に実施し、モニタリング体制の強化について不断の見直しを行

うこと。あわせて、出資先に対するハンズオン支援の強化により企業価値の向上に努

め、国富の増大に結び付けるとともに、優秀な民間の目利き人材や投資プロフェッシ

ョナルの十分な確保及びその積極的活用を図り、オープンイノベーションの促進に向

けて民間リスクマネーを誘発するべく適切な運営を行うこと。また、ベンチャー企業

への支援については、投資決定の迅速化を図り、円滑な資金供給に努めるとともに、

出資の保全・回収が確保されるよう努めること。 

三 株式会社産業革新投資機構が、いわゆる他の官民ファンドである特定政府出資会社

の株式を譲り受けるに際しては、整理統合によるコスト削減等の合理化に努めるとと

もに、当該官民ファンドが本来持つ政策課題の実現を図るべく投資案件の選定が適切

に行われていることを検証し、適切な成果目標を定めた上で、積極的な情報開示によ

り投資実績の透明性向上に努めること。 

四 国際競争が激化するとともに、人口減少に伴い国内市場の縮小が進む中では、国内

外の事業再編による新陳代謝を幅広く進め、産業競争力の強化を図ることが重要であ

ることに鑑み、必要な支援措置を適切に実施し、事業再編の円滑化に向けて総合的な

支援を行うこと。 

五 事業再編計画及び特別事業再編計画について、計画に伴う失業の予防、労働条件の

確保等雇用の安定に万全を期するため、計画の作成に当たり、事業者が労働組合等と

協議により十分に話し合いを行い、また、計画の実施に際して、事業者が雇用の安定

等に十分な配慮を行うことを確保することにより、労働者の雇用の安定に最大限の考

慮を払いつつ当該計画が実施されるよう、厳に適切な運用を行うこと。 

六 創業支援について、従前の施策が必ずしも十分な成果を上げられなかったことに対

する検証を行い、大企業と比べて十分な経営基盤を構築することができないベンチャ

ー企業がその成長過程に応じた支援を受けられるよう、資金、経営ノウハウ、人材確

保等、多方面に亘る支援の仕組みを構築し、多様な主体が有機的に連携して好循環を

生み出すベンチャー・エコシステムの形成に努めること。 

七 国立大学法人等における研究活動の活性化と研究成果の活用の促進を図るため、大

学の研究成果であるイノベーションや技術シーズを効果的に事業活動につなげていく

これまでの実態を踏まえつつ、資金供給の拡充に加え、経営や営業面での資質を有す

る経営人材の確保及びそれらを補う存在としての外部ネットワークの活用も含めた総

合的な支援体制の整備に継続的に取り組むこと。また、当該大学のみならず他大学や



企業との連携を積極的に図ることにより、オープンイノベーションの促進に努めるこ

と。 

八 中小企業の経営課題が複雑化する中、認定経営革新等支援機関及び認定情報処理支

援機関が、中小企業に対する経営支援を強化し、支援の質の向上を図ることができる

よう、支援機関相互の情報交換や協力体制強化を促進するとともに、中小企業の生産

性の向上につながるよう、支援機関に対する人的・資金的支援の拡充に努めること。 

九 事業承継については、経営者の高齢化が進む中で喫緊の課題であることに鑑み、事

業承継五ヶ年計画を前倒しで実施するなど、総合的な取組を加速化させるとともに、

円満な廃業に向けた環境整備を行うこと。 

三、 参議院経済産業委員長報告（平成三〇年五月一六日） 

○浜野喜史君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案は、我が国産業の持続的な発展を

図るため、事業再編及び外部経営資源の活用の支援、情報技術の発達に対応した経営手

法の導入支援、円滑な事業承継及び企業再生に係る支援等の措置を講じようとするもの

であります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、規制のサンドボックス制度に期待される効果と安全性の確保等に対する考え方、

データの共有、連携事業を促進する必要性とサイバーセキュリティー、個人情報保護の

在り方、中小企業の生産性向上、事業承継支援の重要性、産業革新投資機構におけるガ

バナンスの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より両法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月一五日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 産業競争力の強化を実現するため、民間の活力を最大限支援するための環境整備を

行うこと。また、企業収益の改善が、雇用増大、賃金上昇及び消費拡大につながる好

循環を生み出していくために、成長戦略を着実に実行するとともに、その効果を検証

し、不断の見直しを行うこと。 

二 株式会社産業革新投資機構については、支援対象の審査やモニタリング体制の強化



等について不断の見直しを行うこと。あわせて、質の高いファンド人材の確保等を図

るとともに、官民ファンドにおいて官の果たすべき役割を踏まえ、民間リスクマネー

を誘発するべく適切な運営を行うこと。また、ベンチャー企業への支援については、

出資先に対するハンズオン支援を強化するとともに、投資決定の迅速化や円滑な資金

供給に努め、出資の保全・回収が確保されるよう努めること。 

三 株式会社産業革新投資機構が、特定政府出資会社の株式を譲り受けるに際しては、

当該官民ファンドに期待される政策課題の実現を図るべく投資案件の選定が適切に行

われていることを検証し、適切な成果目標を定めた上で、積極的な情報開示を行うこ

と。 

四 事業再編計画及び特別事業再編計画の作成に当たり、事業者が労働組合等と協議に

より十分に話合いを行い、また、計画の実施に際して、事業者が雇用の安定等に十分

な配慮を行うことを確保することにより、労働者の雇用の安定に最大限の考慮を払い

つつ当該計画が実施されるよう、厳に適切な運用を行うこと。また、事業譲渡等にお

いて、労働者の保護に資するよう、労働契約の承継ルールや労働組合等への説明・協

議等に関する留意事項がまとめられている「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社

等が留意すべき事項に関する指針」等に沿った対応がなされるよう、周知を徹底する

こと。 

五 創業支援について、従前の施策に対する検証を行い、ベンチャー企業等がその成長

過程に応じた効果的な支援が受けられるよう、資金、経営手法等、多様な支援の仕組

みの構築に努めること。また、特定研究成果活用支援事業の実態を踏まえ、資金の拡

充、経営人材の確保及び外部ネットワークの活用も含めた総合的な支援体制の整備に

継続的に取り組むとともに、他大学や民間企業との連携を積極的に図ることにより、

オープンイノベーションの促進に努めること。 

六 認定経営革新等支援機関や認定情報処理支援機関等の支援機関が、相互の情報交換

や協力体制強化を促進し、中小企業に対する支援の質の向上を図ること。また、中小

企業の情報管理能力向上の観点から、中小企業が認定技術等情報漏えい防止措置認証

機関の認証を積極的に得るよう支援に努めること。 

七 中小企業の事業承継が喫緊の課題であることに鑑み、事業承継五ヶ年計画の取組を

加速するとともに、承継準備から承継後の経営革新等の支援まで、切れ目ない支援を

実施し、取り分け黒字企業の廃業を回避するよう万全を期すること。 

  右決議する。 

 


